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小規模事業者パワーアップ応援補助金公募開始 

長期化する原油高・物価高騰等の影響により、多くの事業者が依然として厳しい経営環境に直面して

います。こうした中、県内に主たる事務所を有する小規模事業者が、売り上げ又は利益増加につながる

企業力の強化・向上に向けて、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿

って販路開拓、業務効率化などに取り組む事業に要する経費の 1/2 を補助(補助上限額 250 万円、下限額

50 万円)します。また、賃上げに取り組む県内事業者への支援を強化するため、賃上げ枠においては事

業に要する経費の 2/3を補助(補助上限額 250万円、下限額 50万円)します。 

 

☆補助対象者  

①小規模事業者であること 

商業・サービス産業（宿泊業・娯楽業を除く） 常時使用する従業員の数  5人 

サービス座産業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数  20人 

製造業その他 常時使用する従業員の数   20人 

②岐阜県内に主たる事務所を有すること。 

☆補償対象事業 

 策定した「経営計画」に基づいて実施する、売り上げ・利益増加に繋がる企業力強化に向けた販路開

拓、業務効率化などの取り組みであること。 

☆補助対象経費 

①使用目的が事業遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

②交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 

③証拠資料などによって支払金額が確認できる経費 

 

 

 

 

☆補助率、補助上限額 

 一般枠 賃上げ枠 

補助率 補助対象経費の 2分の 1以内 補助対象経費の 3分の 2以内 

補助上限額 250 万円 250万円 

補助下限額 50万円 50万円 

☆受付締切 

 2024 年 5 月 17 日（金） 

事業支援確認書発行の受付締切：原則 2024 年 5 月 10 日(金) 

☆お問い合わせは池田町商工会まで！ 

会員数  2024 年 5 月 1 日現在 

５５９ 名 

経費内容 

①機械装置等費 ②広報費 ③ｳｪﾌﾞｻｲﾄ関連費 ④展示会等出展費 ⑤旅費 ⑥開発費 ⑦資料購入費 

⑧借科 ⑨委託・外注費 

 

令和６年度 

５ 月 号  
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働き方改革推進支援助成金 

「ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏﾅｰの基本と教え方のﾎﾟｲﾝﾄ」ｾﾐﾅｰ 

開催日時:2024年 5月 22日(水) 14:00∼15:30 

場  所:ZOOMによるｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ 

対 象 者:企業経営者・管理職・研修担当者の方 

内  容:自社の接遇向上につながるためのﾋﾝﾄ、 

自社従業員をﾄﾚｰﾆﾝｸﾞするためのﾎﾟｲﾝﾄ 他 

 

問い合わせ先: 

担当 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険株式会社 

岐阜支店 大野 

 

☆お申し込みはこちらの QR ｺｰﾄﾞから→ 

※申込ｺｰﾄﾞ 【 RJJ66 】 

マル経金利     2024年 4月 30日 現在 

           日本政策金融公庫ＨＰ  

行事予定 

5 月 10 日（金）池田町商工会女性部通常総会 

5 月 14 日（火）池田町商工会青年部通常総会 

5 月 20 日（月）池田町商工会通常総代会 

5 月 23 日（木）青年部・女性部養老鉄道清掃 

 

労務リスク対策ｾﾐﾅｰ 

開催日時:2024年 5月 23日(木) 14:00～16:00 

場    所:ZOOMによるｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ 

対 象 者:経営者・管理者の方 

内    容:・会社が被害を受けて、就労できない

場合の従業員の賃金は？ 

・会社で就労中に災害があって負傷し

た場合の会社の責任は？ 他 

問い合わせ先: 

担当 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険株式会社 

岐阜支店 大野  TEL:050-3461-6262 

 

☆お申込みはこちらの QR ｺｰﾄﾞから→ 

※申込ｺｰﾄﾞ：【 RJJ66 】 

 本助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減

等に取組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を

支援する事業主団体に対して助成するものであり、

中小企業における労働時間の設定の改善の促進が目

的とされます。 

■助成金の内容（以下の 4 ｺｰｽ） 

①業種別課題対応ｺｰｽ（運送業・建設業） 

②労働時間短縮・年休促進支援ｺｰｽ 

③勤務間ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ導入推進ｺｰｽ 

④団体推進ｺｰｽ 

 

≪働き方改革推進支援助成金の今回の主な変更点≫ 

①業種別課題対応ｺｰｽの成果目標を追加。 

具体的には、他のｺｰｽの成果目標も選択できることとした。 

②勤務時間ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ導入ｺｰｽの助成上限額を 20万円増額。 

③労働時間短縮・年休促進支援ｺｰｽにおいて、新型ｺﾛﾅ 

ｳｲﾙｽ感染症対応の為の休暇を導入する成果目標を削除。 

■交付申請期間：2024.4.1～2024.11.29 

■事業実施期間：2025.1.31 まで 

 

☆詳しくはこちら→ 

6 月は「外国人雇用啓発月間」です 

ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 

～外国人雇用はﾙｰﾙを守って適正に～ 

外国人（特別永住者等を除く。）を雇入れ及び

離職の際には、その氏名、在留資格などをハロ

ーワークに届けてください。 

 外国人労働者の適正な雇用の推進及び不法就

労の防止を図ることについて事業主をはじめ皆

さんのご理解とご協力をお願いします。 

※問い合わせ先：岐阜労働局職業対策課 

TEL:058-245-1314 

又は最寄りのハローワークへ 
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